
２ 自 動 車 交 通 環 境     

（１）自動車交通環境の現況

大阪市では、工場等への規制指導に加え、自

動車交通環境対策を進めてきた結果、大気汚染

の状況は大幅に改善されていますが、一部の交

差点等では環境基準の達成・維持が課題となっ

ており、局地的な対策も併せて実施していく必

要があります。また、自動車騒音については、

幹線道路沿道の9割で環境基準を達成している

ものの、なお達成率の低い区間が残されており、

こうした地域における騒音対策に取り組んでい

く必要があります。さらに、大阪市域における

二酸化炭素＊排出量の約15%を占める自動車

等運輸部門に対して、その削減に向けた取組み

が求められています。 

 

① 自動車交通 

ア．自動車保有台数の現況 

大阪市域における自動車保有台数は、平成22

年3月末では約90万台、府域(市域を含む)におい

ては同月末で約370万台となっています。車種別

では、図1－2－1に示すとおり、乗用車が総台数

の約65％を占めており、貨物車は約24％です。

経年的にみると、乗用車、貨物車ともにやや減少

傾向にあります。（資料1－2－1･２ P資10） 

 

イ．交通状況 

市内における自動車の総走行量は、図1－2－2

に示すとおり、平成2年度以降ほぼ横ばい状態と

なっています。（資料1－2－3① P資10） 
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図1-2-2  大阪市内の車種別自動車走行量の推移 

 

※「大阪市主要街路自動車交通量調査(計画調整局調べ)」と

 「全国道路交通情勢調査(道路交通センサス)」の結果に基づ

き、環境局が算出したものです。 

 

② 自動車からのＮＯｘ (窒素酸化物) ＊排出量 

大阪市域の自動車からのNOx排出量は図

1-2-3に示すように削減されてきており、平成

19年度は4,160トン／年となっています。 

図1-2-3 自動車からのNOx排出量の推移 
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図1-2-1 大阪市域における車種別保有台数の推移 
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③ 騒音・振動 

ア．自動車騒音の状況 

大阪市における平成21年度自動車騒音常時監

視結果は、図１－２－４に示すとおり、対象戸数

約34万戸のうち、昼夜間とも環境基準を達成し

た割合は93.7％、昼のみ達成は3.1％、夜のみ達

成は0.２％、昼夜とも基準値超過は3.０％でした。 

(注)(近畿運輸局調べ) 

その他は、普通特種用途車、小型特種用途車、大型特殊車、小型二

輪車、軽二輪車、乗合車 

36 



 

イ．道路交通振動の状況 

道路交通振動のレベルは、昼間で36～53デシ

ベル＊の範囲にあり、平均値は44デシベルとなっ

ています。また、夜間は25～45デシベルの範囲

にあり、平均値は37デシベルで、昼間と比較し

て平均７デシベル低くなっています。 

なお大阪市では、平成21年度は道路に面する

地域40地点において、騒音･振動測定を実施しま

した。（資料1－2－4 P資10） 

ウ．苦  情 

平成21年度における自動車騒音・道路交通振

動苦情件数は25件（内訳は、騒音8件、騒音・振

動2件、振動15件）でした。 

 

（２）自動車交通環境対策 

 自動車交通環境対策としては、自動車単体の排

出ガスや騒音に係る許容限度が大気汚染防止法等

で定められており、逐次、それらの規制強化が図

られています。また、自動車交通が集中する大都

市圏では｢自動車から排出される窒素酸化物及び

粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関

する特別措置法」(自動車NOx･PM＊法)に基づく

車種規制が適用されています。 

大阪市では平成元年２月に「大阪市自動車公害

防止計画」を策定し、以来、自動車排出ガス対策、

自動車騒音振動対策を推進してきました。現在、

平成19年2月に策定した「大阪市自動車交通環境

計画」に基づき、自動車排出ガス対策、自動車騒

音振動対策、自動車に係る地球温暖化対策を推進

しています。 

図1-2-4  面的評価による環境基準の達成状況 

 

① 国の取組み 

ア．自動車排出ガス対策 

(ｱ) 自動車単体規制 

 大気汚染防止法では、窒素酸化物＊や粒子状物

質＊(ディーゼル黒煙)等の5物質が「自動車排出ガ

ス」として定められており、中央環境審議会で規

制の目標値が順次示され、新車に対する規制が強

化されています。 

 

窒素酸化物および粒子状物質については、平成

21・22年にはポスト新長期規制と呼ばれる規制

が開始されます。例えば、車両総重量3.5トンを

超えるディーゼル重量車については、未規制時と

比較して窒素酸化物で96%の削減、粒子状物質で

99%以上の削減が図られることになります。 

（資料１－２－５ P資11） 

また、これまで未規制であったディーゼル特殊

自動車の排出ガスについても、平成15年から規

制が開始され、更なる規制強化が平成23年から

順次実施されます。更に、二輪車についても平成

16年6月に基準が改定され、更なる規制の強化が

平成18・19年から実施されています。 

使用過程車に対しても、ディーゼル黒煙などに

図１－２－５ 自動車排出ガス規制強化の状況 
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ついて規制が実施されており、順次規制の強化が

図られています。 

（資料１－２－６ P資12） 

また、ガソリン中のベンゼン＊含有率について、

平成12年1月から、従来の5％以下から1％以下

に規制強化され、軽油中の硫黄分については、順

次規制の強化が図られ、平成20年1月には

10ppmにまで許容限度が強化されています。 

(ｲ) 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく取組み 

平成 13 年 6 月に「自動車 NOx・PM 法」が

成立しました。この法律に基づき、特定地域(首都

圏・中京圏・阪神圏)において、自動車排出ガスに

関して特別の排出基準(特定自動車排出基準)を定

め、この基準に適合しない自動車には自動車検査

証を交付しない車種規制などが実施されています。

また、30 台以上の自動車を使用する事業者に対

して、窒素酸化物等の排出抑制のための計画・報

告等が義務付けられています。 

イ．自動車騒音振動対策 

(ｱ) 自動車単体規制 

自動車本体から発生する騒音の許容限度        

については、平成４年11月の中央公害対策審議

会中間答申などを受けて、以降４度にわたる告示

（平成８年12月、平成９年12月、平成10年12

月、平成12年２月）により規制強化が図られま

した。 

（ｲ）騒音・振動関係法令の規定 

騒音規制法では、自動車騒音が環境省令で定め

る限度（要請限度）を超えて道路周辺の環境を著

しく損なっている場合には、市長が都道府県公安

委員会に対し、道路交通法の規定による措置（交

通規制等）をとるべきことを要請し、また、道路

管理者や関係行政機関の長に対し道路構造改善等

の意見を述べることができると定められています。 

また、振動規制法では、道路交通振動が、環境

省令で定める限度（要請限度）をこえて道路周辺

の環境を著しく損なっている場合には、市長が都

道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定によ

る措置（交通規制等）をとるべきことを要請し、

また、道路管理者に対し道路補修等の措置をとる

べきことを要請できると定められています。 

ウ．自動車に係る地球温暖化＊対策 

自動車からの二酸化炭素の排出量は、運輸部門

全体の約9割を占めており、排出量の削減には、

燃費のよい自動車の開発・普及などを進めていく

必要があります。 

国土交通省では、自動車の省エネルギー対策と

して燃費基準を設けています。（資料 1－2－7 

Ｐ資 12) 

② 大阪府の取組み 

 大阪府は、二酸化窒素＊及び浮遊粒子状物質＊の

環境基準のより早期かつ確実な達成を図るため、

府域の「自動車 NOx・PM 法」対策地域内に流入

してくる同法の車種規制不適合車対策として、府

条例を改正し流入車規制を平成21年1月から開

始しました。 

改正された府条例では、府域のうち「自動車

NOx・PM 法」の対策地域内を発地又は着地とし

てトラックやバスを運行する者は「自動車 NOx・

PM 法」の車種規制適合車等を使用することや、

その自動車には適合車等標章(ステッカー)を表示

すること、府内の貨物・旅客自動車運送事業者の

うち一定規模以上の者は、毎年度講じた措置等を

府知事へ報告すること、府内の荷主は運送事業者

や物品納入業者等に対して適合車等を使用するよ

う求めること、などが定められています。 

 

③ 大阪市の取組み 

ア．自動車排出ガス対策 

大阪市では、道路管理者等の関係機関と連携し

ながら、「大阪市自動車交通環境計画」に基づき、

自動車排出ガス対策として局地的施策およびエコ

カーの普及促進など広域的施策を推進しています。 

(ｱ) 局地的施策 

平成21 年度においては淀川北岸線アンダーパ

スの拡幅工事(十三)、阪急京都線千里線連続立体

交差化(京都線：南方～上新庄、千里線：柴島～吹
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・ 大阪市域における低公害車等の普及状況 田)など、道路交通のボトルネックとなっている交

差点や踏切などについて、交差点改良や立体交差

化を行い交通流の円滑化を図っています。 

平成21年度の市域における低公害車は図1

－2－7 に示すとおり 17,267 台で、内訳は天

然ガス自動車とハイブリッド自動車で約 9 割

を占めています。 

交通渋滞等の原因となっている路上駐車に対

しては、めいわく駐車防止について市民意識の向

上を図るため「大阪市迷惑駐車の防止に関する条

例」（平成６年）に基づき、啓発などを実施して

います。 

 
図１－２－７  大阪市域における低公害車の普及状況  
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(ｲ) 広域的施策 

A．エコカーの普及促進 

大阪市では、電気自動車＊、ハイブリッド自動

車＊、天然ガス自動車＊、LPガス貨物車＊の低公害

車＊に加えて、低排出ガスかつ低燃費車をエコ

カーと定義し、「大阪市公用車エコカー導入指針」

に沿って、公用車へのエコカー導入と、その普及

促進を図っています。 

 （注）電気フォークリフト等の特殊車両は除く。 
 
・ 低公害貨物自動車リース事業 

・ 公用車への低公害車等の導入状況 大阪市では、平成15年度から、低公害車の

普及促進のため、中小事業者等を対象に、大き

な初期投資を行わずに低公害貨物自動車を導

入できるよう、天然ガス自動車またはハイブ

リッド自動車を従来のディーゼル車と同等の

価格で利用できる「低公害貨物自動車リース事

業」を実施しています。大量生産による車両価

格の低減を誘導するなど、普及の障害となる問

題の解消をめざしたもので、151台が普及しま

した。 

大阪市では原則として公用車全車をエコ

カーとすることを目標にしています。 

平成 21 年度末現在、全公用車 3,496 台の

うち図１－２－６に示すとおり 568 台が低公

害車で、電気自動車は 1 台、ハイブリッド自動

車は107 台、天然ガス自動車は460 台となっ

ています。(資料１－２－8 Ｐ資 12) 

また、停留所での乗降時や信号待ち時にエン

ジンを停止し排出ガスを低減する、アイドリン

グ＊ストップバスを平成 21 年度末で 500 台

(ハイブリッドバス 25 台を含む)市バスへ導入

しています。 

・ 天然ガス・エコステーション＊等の燃料供給

施設の整備状況 

 平成13 年度から「天然ガス・エコステーショ

ン整備助成事業」として、天然ガススタンド建

設の助成(実績 8 か所)を行い、平成 22 年３月

末現在、市域に 15 か所設置されています。 

図１－２－６  大阪市公用車への低公害車導入状況の推移 
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・ 低排出ガス車(LEV-7)指定制度 

京阪神の7府県市(京都府・大阪府・兵庫県・

京都市・大阪市・堺市・神戸市)で構成する「京

阪神七府県市自動車排出ガス対策協議会」では、 
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・ 御堂筋エコロード推進事業の推進 一般に市販されている自動車の中でもより窒素

酸化物等の排出量が少ない自動車を「LEV-7 

(レブセブン)」として指定し、その普及促進を

図る「LEV-7指定制度」を実施しておりました

が、国の低排出ガス車認定制度の充実により、

平成21年7月31日の指定をもって「LEV-7指

定制度」を廃止しました。 

平成19年度から、御堂筋沿道の企業及び運

送事業者等と連携して、エコドライブの実践、

エコカーの使用、グリーン配送の推進、公共交

通機関等の利用推進等を進めています(平成22

年3月現在の会員数は92)。また、エコドライ

ブの実践推進のためにエコドライブ教習を実

施しています。(平成21年度1回実施)  協議会については、今後京阪神自治体間の自

動車環境対策の情報交換の場として存続してい

ます。 

・ 燃料電池自動車普及事業 

大阪市は、府等の関係機関や民間事業者で構

成する「おおさかFCV推進会議」に参加して燃

料電池自動車の普及促進に努めています。 

 現在は奈良県を加えて「近畿八府県市自動車

環境対策協議会」として活動しています。 

・ グリーン配送＊の推進 <燃料電池自動車> 

「グリーン配送」とは、物品の輸配送に低公

害車や低排出ガス車などの環境負荷の少ない

自動車(グリーン配送適合車)を使用することを

いいます。大阪市の全庁舎・事業所では、平成

15年4月より、大阪市に物品を納入する事業者

へ「グリーン配送」の義務付けを開始し、「大

阪市グリーン配送適合車届出書」を提出した事

業者に「大阪市グリーン配送適合車届出済証」

およびステッカーを交付しています。これによ

り、低公害車等への転換促進を図っています。 

 

B．交通量・交通流対策等 

・ 公共交通機関等の利用促進 

鉄道、バス等公共交通機関の利便性の向上を

図り、利用を促進するとともに、通勤・通学時

や業務時の移動において、不要不急の自動車使

用の抑制を促すとともに、毎月20日のノーマ

イカーデーを積極的に推進しています。 

また、平成16年4月から、「大阪自動車環境

対策推進会議」の活動として民間事業者に対し

ても、発注者、荷主の立場からグリーン配送を

実施してもらう等のグリーン配送運動の拡大

を図っています。 イ．自動車騒音対策 

大阪市では、沿道地域における騒音の改善を図

るため、関係機関と連携しながら「大阪市自動車

交通環境計画」に基づき、種々の対策を推進して

います。 

 

 <大阪市グリーン配送適合車ステッカー>

 

 

(ｱ) 道路構造対策  

道路管理者との連携のもとに、次の施策を進

めています。 

 

 

・ 低騒音舗装の敷設 
 

騒音の深刻な幹線道路等で低騒音舗装を敷

設しており、夜間環境基準を超える住居等が
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ウ．自動車に係る地球温暖化対策 連たん（概ね 100 戸／km 以上）している低

騒音舗装未敷設区間では、次の優先順位に従

い、対策効果を見極めながら、敷設を進めて

います。（資料 1－2－9 P 資 13） 

前述のエコカーの普及促進などに加え、アイド

リングストップや環境にやさしいエコドライブ、

グリーン配送などの取組みを進めることにより、

自動車からのCO2排出削減を図っています。 
ⅰ 夜間騒音が73デシベルを超える住居等を有 

する区間 
エ．他機関と連携した活動 

ⅱ 道路に近接する住居が存在し、道路端におい

て夜間騒音 70 デシベルを超過する区間 

(ｱ) 大阪自動車環境対策推進会議 

ⅲ 夜間環境基準の達成率の低い（達成率 80％

以下）区間 

・ 遮音壁の設置 

  沿道住居の状況（戸数、高層階の状況）等に

応じて、対策が有効な箇所に遮音壁の設置を進

めており、高架道路で住居が連たんしている地

域等では、設置をほぼ完了しています。                

（資料１－２－10 P資13） 

大阪市、大阪府、大阪府警察本部、近畿運輸局

などの在阪官公庁および在阪自動車関係諸団体の

参加により組織し、自動車排出ガス抑制にかかる

諸活動を推進している「大阪自動車環境対策推進

会議」では、平成21年度、ディーゼル車対策に

重点をおき、主に次のとおり活動を行いました。 

・ 自動車排出ガス対策のための街頭検査等の実施

(表１－２－１) 

・ 市民やドライバーを対象とした、リーフレッ

トやポスターによる啓発 

・ 事業者を対象とした、自動車環境対策の推進

に関する協力要請 

(ｲ) 沿道対策 

・ 環境施設帯・緑地の整備 
・ グリーン配送の推進 など 

沿道地域における環境汚染を改善するため、

関係機関と連携して環境施設帯や緑地の整備

を進めています。なお、大阪市内阪神高速道

路沿道については、平成 21 年度末までに、

総延長 5,828ｍの環境施設帯の都市計画決

定が行われ、順次事業化が図られています。 

(ｲ) 六大都市自動車技術評価委員会 

大都市(東京都、横浜市、川崎市、名古屋市、大

阪市、神戸市)では、「六大都市自動車技術評価委

員会」を組織し、自動車排出ガスの低公害化技術

の開発状況等にかかる情報の交換を行っています。 

(ｳ) 大阪府道路環境対策連絡会議 
・ 住居の防音化 

「大阪府道路環境対策連絡会議」は、平成８年

４月に大阪府内の良好な沿道環境を形成するため

の総合的な環境対策を立案・推進することを目的

として発足しました。 

一定規模の共同住宅の建設時には、大規模

建築物の建設計画の事前協議制度に基づき居

室内における騒音の目標値を達成するよう防

音措置等を指導するとともに、阪神高速道路

沿道における民家防音工事助成を引き続き実

施するよう働きかけています。 

府域の幹線道路沿道では騒音規制法に基づく

要請限度を超過する地点が多数存在しており、と

くに騒音の深刻な地域においては、早急な環境対

策が望まれていることから、関係機関の協力のも

とに総合的な環境対策を推進しています。

（資料１－２－11  P 資 13） 

 

 

 

検査項目 検査台数 合格 警告 整備通告 告知 整備命令 

ディーゼル黒煙 
56 

(100.0)

55 

(98.2) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(1.8) 

 (注) １．(  )内は、検査台数に対する割合（パーセント）を示す。 

２．警   告：警告書又は口頭により警告したもの。（行政指導） 

   整備通告：道路交通法に基づき、警察官が整備通告書を交付し、早急に整備するよう通告したもの。 

   告   知：道路交通法に基づき、警察官が整備通告書を交付するとともに、反則金の対象としたもの。 
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   整備命令：道路運送車両法に基づき、自動車検査官が整備命令書を交付したもの。 
  

表１－２－１ 自動車排出ガス街頭検査結果（平成21年度）     （単位：台） 


